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第１章 計画の趣旨と策定の背景       

 
１ 計画策定の背景 

 

⑴ 沼津市地域情報化計画・沼津市情報化推進計画 

 

平成13年度から平成27年度まで、「沼津市地域情報化計画」で本市が

目指す情報化のビジョンを「情報戦略都市【沼津】」と定め、地域情報

化施策を推進してきました。本計画で、ICTを適切かつ有効に活用して

いくために、「情報化をリードする まち・産業・ひと・行政を創る」

を基本目標として掲げ、市民・事業者・行政などが互いに連携し39の施

策について計画の推進を図ることにより一定の成果を上げてきました。

平成28年度から令和２年度までは、新たな「沼津市情報化推進計画」を

定め、更なる施策を推進してきました。 

 

 

⑵ 沼津市官民データ活用推進計画 

 

「官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）」の施行等を契

機に、官民データの活用を推進することにより、将来的な地域課題の解

消や官民のサービス水準の向上につなげ市民の利便性の向上に寄与する

とともに、データの利活用を通じた地域経済の活性化につなげること、

また、業務・システムの標準化やクラウド利用の推進により、経費の削

減や職員の事務負担の軽減を図るとともに、新たなサービスの提供や更

なる業務の効率化を通じ、本市が抱える諸問題の解消を図ることを目的

として、令和元年度から令和２年度までの「沼津市官民データ活用推進

計画」を策定し、併せて推進してきました。 

 



 

    
~ 2 ~ 

 

第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 

⑶ 沼津市情報化推進・官民データ活用推進計画の策定について 

 

現在我が国では、少子高齢化による人口減少や都市部への若年層の人

口流出が進行しており、地域社会においては、労働力の不足や経済規模

の縮小をはじめとする諸課題に直面しつつありますが、本市はこのよう

な状況下にあっても、限られた経営資源を有効に活用し、持続可能なま

ちとして発展していかなければなりません。 

また、今般の新型コロナウイルス感染症対策では感染拡大の防止と社

会経済活動の両立を図るため、社会的距離（ソーシャルディスタンス）

を確保するなど、日常生活において「新しい生活様式」を実践すること

が求められており、行政手続や学校教育の場でも、対面の機会を減らし

密閉・密集・密接の状態を極力回避するための環境整備を進めていく必

要があります。 

これら本市を取り巻く環境の変化や、国及び県の方針との整合性を勘

案するとともに、本市情報化の取組の現状を踏まえ、ICTを活用した市

民サービスの向上や行政の効率化を、引き続き計画的に推進していくた

め、「第５次沼津市総合計画」に基づく本市情報化の新たな推進計画と

して、「沼津市情報化推進・官民データ活用推進計画」（以下「本計画」

という。）を策定するものです。 
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２ これまでの取組 

 
 

⑴ 沼津市地域情報化計画の取組 
 
  （平成 13 年度から平成 27 年度まで） 

 

沼津市地域情報化計画の実施に当たっては、市南部地域の情報基盤の

整備や各種情報システムの導入など 39 の施策を掲げ、地域や行政の情

報化を計画的に推進してきましたが、社会情勢の変化や、技術的に困難、

実現に莫大な費用が必要であるなどの理由により、未実施の施策もあっ

たことから、全体での達成率は約 74％でした。 

 

 

 
⑵ 沼津市情報化推進計画の取組 

 

 （平成 28 年度から令和２年度まで） 

 

平成28年度から実施している沼津市情報化推進計画については、26の

施策を掲げ、計画の推進を図ってきました。令和元年度末時点の進捗状

況は、下表のとおり概ね予定どおり進んでいます。 

 

進捗状況 ◎計画通り 〇概ね計画通り △計画より遅れている 

 □実施手段の変更 

 

№ 沼津市情報化推進計画 施策 進捗状況 

１ 社会保障･税番号制度の活用の促進 ◎ 

２ 住民票・印鑑証明書のコンビニ交付導入 ◎ 

３ 自治体クラウド等の推進 ◎ 

４ 沼津市子育てモバイルサイト「ぬまづ子育て応援団」の運用 ◎ 

５ 会議録作成・検索システム及び本会議映像配信システム ◎ 
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６ オープンデータの利活用の促進 ◎ 

７ SNS 等ウェブメディアの活用 ◎ 

８ 市内観光スポット等への Wi-Fi 環境整備 ◎ 

９ 同報無線のデジタル化による情報提供の多重化 ◎ 

10 市民の声システム運用事業 ◎ 

11 市民協働のための支援システムの整備 □ 

12 災害対応のためのシステム整備 〇 

13 情報管理における BCP の確立 ◎ 

14 市民情報等の漏えい防止のための体制 ◎ 

15 電子情報セキュリティ対策の強化･徹底 ◎ 

16 情報リテラシー･セキュリティ意識の向上 ◎ 

17 新地方公会計制度の統一的な基準へのシステム対応 ◎ 

18 システムによる債権管理 □ 

19 福祉情報システムでのデータ連携 〇 

20 統合型地理情報システムの運用 ◎ 

21 埋蔵文化財出土遺物データベース化 △ 

22 業務効率向上に向けた情報システム環境整備 ◎ 

23 電子申請システムの利用拡大 ◎ 

24 図書館ネットワークシステム事業 ◎ 

25 CALS/EC 電子納品の導入 ◎ 

26 納税手段の拡充 ◎ 
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⑶ 沼津市官民データ活用推進計画の取組 

 

（令和元年度から令和２年度まで） 
 

令和元年度から実施している沼津市官民データ活用推進計画について

は、９の施策を掲げ、計画の推進を図ってきました。令和元年度末時点

の進捗状況は、下表のとおり概ね予定どおり進んでいます。 

 

進捗状況 ◎計画通り 〇概ね計画通り △計画より遅れている 

     □実施手段の変更 

 

№ 沼津市官民データ活用推進計画 施策 進捗状況 

１ マイナポータルを活用した電子申請の拡充 △ 

２ オープンデータ・バイ・デザインの推進 ◎ 

３ オープンデータの推進 ◎ 

４ 防災・減災のための情報提供 ◎ 

５ 法人情報に係るデータへの法人番号併記の促進 ◎ 

６ 
コンビニ交付サービスの利用の促進によるマイナンバーカー

ド普及 
◎ 

７ 防災 SNS の活用 〇 

８ 沼津市情報システム最適化の推進 ◎ 

９ 業務のデジタル化等の業務改革（BPR）の推進 ◎ 
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３ 沼津市を取り巻く情報化の動向 

 

  ⑴ 国の情報化政策の動向 

 

   ① 国家戦略の推進 

国は、平成13年１月に、「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略

本部」（IT総合戦略本部）を設置し、「e-Japan戦略」を策定すること

により、全ての国民がITを積極的に活用し、その恩恵を最大限に享受

できるための取組を開始しました。ネットワークインフラの整備に重

点を置いた施策を着実に進め、何度かの戦略見直しを行い、IT政策の

立て直しに関する内閣総理大臣からの指示を受け、平成25年６月、新

たなIT戦略（世界最先端IT国家創造宣言）を閣議決定しました。 

ITの利活用に重点を移し、世界最先端のIT国家を目指して政策を推

進する中、平成28年12月に、国が官民データ利活用のための環境を総

合的かつ効率的に整備するため、「官民データ活用推進基本法」が公

布・施行されました。これを受け、平成29年５月に、全ての国民がIT

利活用やデータ利活用を意識せず、その便益を享受し、真に豊かさを

実感できる社会である「官民データ利活用社会」のモデルを世界に先

駆けて構築する観点から、「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ

活用推進基本計画」を閣議決定し、同計画に基づき、PDCAを回しなが

ら施策を推進しています。 

令和元年６月には、IT総合戦略本部において、デジタル時代の新た

なIT政策大綱」が決定されました。これは、①デジタル時代の国際競

争に勝ち抜くための環境整備、②社会全体のデジタル化による日本の

課題の解決の２つを目的としつつ、今後の我が国のIT政策の羅針盤と

することを図るものです。また同月に「世界最先端デジタル国家創造

宣言・官民データ活用推進基本計画」を閣議決定し、デジタル技術の

恩恵を誰もが享受できるインクルーシブな「デジタル社会」の実現に

向けた重点計画を取りまとめました。 

このほか、同６月には、「成長戦略実行計画」等を閣議決定し、ICT

分野については、デジタル市場のルール整備、スマート公共サービス

等の取組を進めていくこととしています。 
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また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受け、非常時にお

けるITの活用と国のデジタル技術の強靭化による社会構造の変革・社

会全体の行動変容の両面を進めるため、令和２年７月に、「世界最先

端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」を改正し取

り組んでいます。 
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 （出典:政府 CIO ポータルより） 

※「IT 新戦略」=「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」 
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  ② オープンデータ流通環境の整備 

官民データ活用の推進を目的とする「官民データ活用推進基本法」に

おいては、国、地方公共団体等が保有するデータについて、国民が容易

に利用できるよう必要な措置を講ずるものとされています。国、地方公

共団体等が保有するデータのうち、国民誰もがインターネット等を通じ

て容易に利用（加工、編集、再配布等）できるよう①営利目的、非営利

目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの、②機械判読に適

したもの、③無償で利用できるものの３点に該当するデータがオープン

データと定義されています。 

特に、地方公共団体のオープンデータについては、地域における新事

業・新サービスの創出、行政サービスの高度化等を実現し、地域の経済

活性化、課題解決等に寄与するものとして期待されています。このよう

な観点から、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進

基本計画」では、令和２年度までに地方公共団体のオープンデータ取組

率を100％とすることが目標として定められています。総務省では、平

成24年度から、公共交通、地盤、公共施設等の様々な分野におけるオー

プンデータ利活用の実証実験や、一般社団法人オープン＆ビッグデータ

活用・地方創生推進機構（VLED）等の関係団体や関係府省等との連携を

通じて、オープンデータの公開側・利活用側のためのガイド等の策定・

改定（オープンデータのための標準化の推進）、オープンデータの有効

活用につながるユースケースの構築、オープンデータ伝道師や地域情報

化アドバイザーと連携して自治体のオープンデータ化の促進等の取組を

進めています。 
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③ マイナンバーカードの利活用推進 

マイナンバーカードは券面情報（氏名、住所、生年月日、性別、マイ

ナンバー、本人の顔写真）による対面等での本人確認だけでなく、マイ

ナンバーカードに搭載されている公的個人認証サービスを活用すること

により、オンラインでの本人確認・本人認証を安全かつ確実に行うこと

ができます。総務省では日常生活の様々な場面における官民のサービス

の利便性向上のため、国、地方公共団体、民間においてマイナンバーカ

ードの利活用を推進していく取組を進めています。 

マイナンバーカードについては、券面を利用した顔写真入り職員証と

しての活用のほか、ICチップの空き領域を利用し、入退出管理や端末操

作の権限確認手段等としての活用が進んでいます。 

公的個人認証サービスについては、携帯電話の契約時、オンラインで

の口座の開設時の本人確認に活用されるなど、民間サービスにおいても

利用が拡大しています。更なる利用範囲の拡大に向け、平成30年度には

大規模イベントにおけるボランティア管理等の本人確認について、マイ

ナンバーカード利活用の実現可能性を検証しました。その他にも、防災

や医療分野における活用の実現に向けた実証事業を実施しました。今後

地域や関係事業者等と連携しつつ、実用化を図っていくこととしていま

す。 

公的分野においては、平成29年11月から本格運用が開始されたマイナ

ポータルにおいて、「子育て」分野を中心に国民が必要な自治体の行政

手続を検索し電子申請できる「ぴったりサービス」、コンビニ等で住民

票の写し等が取得可能なコンビニ交付サービス、e-TAX（国税電子申告･

納税システム）等における本人確認手段としてマイナンバーカードが活

用されています。 

公的個人認証サービスは誰もが取得できるインターネット社会の基礎

的な情報インフラであり、国、地方公共団体、民間におけるマイナンバ

ーカード・公的個人認証サービスの利活用を一層推進していくこととし

ています。 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

④ デジタル・ガバメント実行計画 

「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」

の重点分野の一つであるデジタル・ガバメント分野における取組につい

ては、平成29年５月に「デジタル・ガバメント推進方針」（平成29年５

月30日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推

進戦略会議決定）が策定されました。当該方針では、本格的に国民・事

業者の利便性向上に重点を置き、行政の在り方そのものをデジタル前提

で見直すデジタル・ガバメントの実現を目指すこととされています。 

さらに、官民データ活用推進基本法及び「デジタル・ガバメント推進

方針」に示された方向性を具体化し、実行することによって、安心・安

全かつ公平・公正で豊かな社会を実現するための計画として、平成30年

１月に「デジタル・ガバメント実行計画」を策定しています。その後、

「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」（以下「デジタ

ル手続法」という。）の改正や「政府情報システムの予算要求から執行

の各段階における一元的なプロジェクト管理の強化について」（令和元

年６月４日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）が定められる等、各種

状況の変化を反映するため、令和元年12月20日に改定し、デジタル手続

法第４条に基づく情報通信技術を利用して行われる手続等に係る国の行

政機関等の情報システムの整備に関する計画と一体のものとして閣議決

定しています。 

令和２年７月に変更された「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民

データ活用推進基本計画」では、取組の加速や非常時に必要となる事項

等を見定め、見直すこととされています。 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典:政府 CIO ポータルより） 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（出典:政府 CIO ポータルより） 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 

  ⑵ 静岡県の情報化政策の動向 

 

静岡県では、10年後のICT社会の姿を見据え、どのようなICTが、どの

ような分野で利活用され、どのような社会変化をもたらすかなど様々な

角度から検討を加えた上で、将来的なICT／データ利活用の方策として、

平成30年３月に「静岡県高度情報化基本計画（ICT戦略2018）・官民デー

タ活用推進計画」を策定しています。 

 

① 静岡県の基本方針 

ICTの現状やICT／データ利活用に係る課題を踏まえ、本計画の基本理

念、基本戦略を定めるとともに、計画推進の視点を整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（出典:「静岡県高度情報化計画（ICT 戦略 2018）・官民データ活用推進計画」（概要版）） 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

② 静岡県の基本施策 

基本方針を進めるため、次の５つの柱を基本施策としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典:「静岡県高度情報化計画（ICT 戦略 2018）・官民データ活用推進計画」（概要版）） 

（出典:「静岡県高度情報化計画（ICT 戦略 2018）・官民データ活用推進計画」（概要版）） 
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（出典:「静岡県高度情報化計画（ICT 戦略 2018）・官民データ活用推進計画」（概要版）） 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
（出典:「静岡県高度情報化計画（ICT 戦略 2018）・官民データ活用推進計画」（概要版）） 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 
⑶ 社会の変化 

 
① 国民からの視点 

・情報通信機器の世帯保有率の推移 

令和元年の調査では、世帯の情報通信機器の保有状況をみると、

「スマートフォン」を保有している世帯が「パソコン」と「固定電

話」を上回り一番高い割合となっている。 

 

 

. 

 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

・インターネット利用機器 

平成29年から令和元年まで、いずれも、過去１年間にインターネ

ットを利用した人がいる世帯の、インターネットを利用した機器は

「スマートフォン」が「パソコン」を上回っている。 

 
・インターネット利用者の割合 

平成21年から平成30年までは８割程度でほぼ横ばいとなっていた

が、令和元年では89.8％とほぼ９割となっている。 

 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 



 

    
~ 20 ~ 

 

第１章 計画の趣旨と策定の背景

 
・インターネット利用頻度 

令和元年の調査では、「毎日少なくとも１回は利用」の割合が約

７割となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

・テレワークについて 

令和元年の調査では、テレワークをしたことがある割合は6.7％

となっている。実施したテレワークの種類は「在宅」及び「外出 

先」が多くなっている。テレワークの経験がない人におけるテレワ

ーク実施の意向については、「希望する」が15.9％となっている。 

 
 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 
 
 
 

 
 

  

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 

テレワーク実施希望の有無の推移 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

② 企業からの視点 

・クラウドサービスの利用状況及び効果 

令和元年の調査では、クラウドサービスを利用している企業の

割合は６割以上となっている。クラウドサービスの利用に対し、

効果があったと回答した企業の割合は76.6％となっている。 

 

 

 

 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 

クラウドサービスの利用状況の推移 

クラウドサービスの効果の推移 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

・テレワークの導入状況及び効果 

令和元年の調査では、テレワークを導入している企業の割合が

20.1％となっている。従業者規模別にみると2,000人以上の企業で

は60.8％となっている。また、８割以上の企業がテレワーク導入に

効果があったとしている。 

 

 

 

 

 

 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 

テレワークの導入状況の推移 

テレワークの導入状況の推移（従業者規模別） 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 

 
・ICT 利活用促進のために国や地方公共団体に求める役割 

令和元年の調査では、「行政手続などのオンライン化」が49.6％と

最も高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 

テレワークの効果の推移 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

・オープンデータ化を希望するデータ 

令和元年の調査では、国や地方公共団体にオープンデータ化を求

める企業における、希望するデータ公開の種類については、「統計デ

ータ」が最も高く、次いで「防災」、「地図・地形・地質」、「交通」

などとなっている。 

 

 

（出典:総務省「令和元年通信利用動向調査」） 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 
⑷ 沼津市の人口 

 

本市の人口は、1995年をピークに減少に転じており、国立社会保障・

人口問題研究所が2018年３月に発表した人口推計では、第５次沼津市総

合計画の目標年次である2030年においては、166,985人になると予測され

ています。 

人口の減少は、居住環境の維持や労働力の確保が困難となり、地域経

済の縮小や税収の減少を招くなど、社会経済や市民生活全体に対して大

きな影響を及ぼすことが懸念されます。 

このため、将来にわたり本市の活力を維持していくために、可能な限

り今後の人口減少を抑制していくことが必要です。 

第５次沼津市総合計画では、計画の目標年次である2030年における人

口を「179,000人」と設定しています。 
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195,633

187,027
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190,819 
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国立社会保障・人口問題研究所 沼津市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン

（出典:沼津市「第５次沼津市総合計画」） 

将来人口の推計 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 
４ 計画の位置づけ・方針等 

 
 
⑴ 計画の位置づけと期間 

 
① 本計画の位置づけ 

・第５次沼津市総合計画の分野別計画 

本市の最上位計画である第５次沼津市総合計画に基づく情報化の推

進に関する基本的な計画として位置付けます。 

・官民データ活用推進基本法に基づく計画 

官民データ活用推進基本法第９条第３項に基づく市町村官民データ

活用推進計画としても位置付けます。 

 
② 計画期間 

計画期間は、第５次沼津市総合計画と開始時期を合わせ、令和３年

度から令和７年度までの５年間とします。ただし、社会情勢の急激な

変化等により、必要が生じた場合には、本計画の検証や見直しを行い

ます。 

 
 
 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

沼津市情報化推進・官民データ活用推進計画 

 (計画期間 令和３年度～７年度) 

第 5 次沼津市総合計画 前期推進計画 
 （計画期間 令和３年度～７年度） 

整合 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 
⑵ 方針 

 

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少や国際化の進展など社会情勢が

大きく変化する中、近年の急速なデジタル技術の進展や新型コロナウイ

ルス感染症の拡大等により、市民のライフスタイルや働き方なども変化

しています。こうした本市を取り巻く環境の変化に対応した情報化施策

を進めるため、「利用者視点での市民サービスの向上」・「ICTの利活用に

よる業務効率化と行政サービスの質の向上」を図っていきます。 

 
① 利用者視点での市民サービスの向上 

本市を取り巻く環境の変化等を踏まえ、市民の利便性を向上させる

ために、電子申請の利用範囲の拡大や、本市が保有するデータのオー

プンデータ化の推進等、利用者の視点に立った行政のデジタル化に、

積極的に取り組んでいきます。 
なお、デジタル化の推進に当たっては、デジタル３原則※を基本と

します。 

 
② ICT の利活用による業務効率化と行政サービスの質の向上 

現在、国では今後のデジタル化推進に向け、書面・押印・対面を求

める法令・慣行の早急な見直しや、自治体の業務システムの統一・標

準化に向けた検討が行われています。 

本市の各業務においても、積極的に ICT 等の新技術を利活用するこ

とにより、更なる業務効率化と生産性の向上を図るとともに、限りあ

る経営資源を有効に活用した行政サービスの質の向上に取り組んでい

きます。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

※ デジタル３原則 
①デジタルファースト：個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結する 
②ワンスオンリー：一度提出した情報は、二度提出することを不要とする 
③コネクテッド・ワンストップ：複数の手続・サービスをワンストップで実現する 
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第１章 計画の趣旨と策定の背景

 

 
⑶ 推進に当たっての留意事項 

 
① 人材育成の推進 

ICTは急速に高度化・多様化しており、これを利活用するためには、

それに対応する知識や技能が必要になります。また、ICTを利用した 

悪意ある攻撃等は日増しに高度化しており、情報セキュリティの対策

の知識や技能が求められることから、各部署のIT推進担当職員を中心

に研修を実施し、ICTを活用できる人材育成を図ります。 

 
② 業務システム更新の考え方 

業務システムの更新に当たっては、国による業務システム統一・標

準化を見据えつつ、効率的で災害に強い業務基盤を構築するため、シ

ステム機器等を庁舎内で保有・管理する形式から、外部のデータセン

ターを活用したクラウド形式や、他自治体との共同利用等への移行を

進めていきます。 

 
③ 他の計画等との整合性 

ICT等の新技術を活用したマネジメント（計画、整備、管理・運営

等）が行われ、全体最適化が図られる持続可能な都市の実現に向けた

取組など、ICTを活用する他の計画等との整合性を図ります。 

 
④ 情報資産の連携や統合 

ICTを活用した情報資産について、各システム・サービスの相互連

携及びシステムの統合やサービスの入口を同一にするなど、市民等利

用者の視点から、情報資産の連携や統合を図ります。 

 
⑤ 情報資産の汎用性 

ICTを活用したサービスは多種多様であり、今後も様々な需要が高

まることが予想されることから、情報資産の汎用性を考慮しながら、

システム導入や更新を進めていきます。 
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第２章 個別施策の概要

 

 

 

第２章 個別施策の概要           

 

施策について、第５次沼津市総合計画のまちづくりの８つの柱及び

デジタル行政の推進ごとの分類並びに官民データ活用推進基本法に基

づく官民データ活用の推進に関する基本的施策ごとに分類すると以下

のようになります。※ 

 

 
１ 第５次沼津市総合計画のまちづくりの８つの柱等の分類 

    

 

(１) 自分らしいライフスタイルを実現できるまち 

 

 施 策 名 ページ 

1-1 統合型地理情報システムの活用 38 

1-2 投開票事務の効率化 39 

1-3 
NPO 法人情報のオープンデータ化や ICT を活用し

た支援 
40 

1-4 キャッシュレス決済導入の検討 41 

1-5 
テレビ通訳サービスを活用した多言語相談窓口の

運営 
42 

 
 
 
 
 ※ 各分類にまたがる施策については、特に貢献度が高い分類に記載しています。 
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第２章 個別施策の概要

 
 

(２) ヒト中心で都市的魅力にあふれるまち 

 

 施 策 名 ページ 

2-1 ICT を活用したまちあるき 44 

2-2 自動運転などの新技術の検証 45 

2-3 公共交通マップの活用 46 

2-4 デジタルサイネージの設置（バス運行情報） 47 

2-5 バス運行状況のオープンデータ化 48 

 
 
 
 

(３) 力強い産業を牽引するまち 

 

 施 策 名 ページ 

3-1 農業担い手の確保・育成支援 50 

3-2 就活における企業と学生等とのマッチング支援 51 

3-3 
商店街等の IT 化（キャッシュレス決済・ネット販売

等）の対応支援 
52 

3-4 新たな成長産業の育成 53 
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第２章 個別施策の概要

 
 

(４) 地域の宝を活かすまち 

 

 施 策 名 ページ 

4-1 移住・定住の促進に係る情報発信 55 

4-2 
災害時を含めた市民等が利用できる無線 LAN 環

境の整備 
56 

4-3 旅行者向け情報発信、インバウンドの誘客促進 57 

4-4 ICT を活用した文化財情報の電子化 59 

 
 
 
 
 

(５) 安心して子どもを産み育てられるまち 

 

 施 策 名 ページ 

5-1 学校の ICT 環境整備 61 

5-2 ICT に関わる教育の推進 63 

5-3 図書館電子化推進事業 65 
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第２章 個別施策の概要

 
 

(６) 笑顔があふれ健康で心豊かに暮らせるまち 

 

 施 策 名 ページ 

6-1 児童や高齢者の見守り支援事業 67 

6-2 ICT を活用した調査業務の推進 68 

6-3 高齢者への ICT 活用のサポート 69 

 
 
 
 
 

(７) 安全・安心のまち 

 

 施 策 名 ページ 

7-1 ICT を活用した防災・減災 71 

7-2 ICT を活用した河川、道路等の遠隔監視 72 

7-3 道路管理情報システムの活用 73 
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第２章 個別施策の概要

 
 

(８) 環境と共生する持続可能なまち 

 

 施 策 名 ページ 

8-1 ごみ分別アプリの活用 75 

再掲 自動運転などの新技術の検証 45 

再掲 公共交通マップの活用 46 

 
 
 

(９) デジタル行政の推進 

 

 施 策 名 ページ 

9-1 申請業務のオンライン化の推進 77 

9-2 マイナンバーカードの普及 78 

9-3 オープンデータの推進 79 

9-4 先端技術（RPA、AI 等）の活用の拡大 80 

9-5 ICT を活用した多様な働き方改革 81 

9-6 情報システム最適化の推進 82 

9-7 電子決裁の推進 83 

9-8 ICT を活用した公用車予約照会 84 

9-9 部分的な庁内無線 LAN の推進 85 

9-10 ICT を活用した議会関係システムの利用推進 86 

 



 

    
  ~ 35 ~ 
 

第２章 個別施策の概要

 

 
 

２ 官民データ活用の推進に関する基本的施策ごとの分類 

 
(１) 手続における情報通信の技術の利用等に係る取組 ページ 

 キャッシュレス決済導入の検討 41 

テレビ通訳サービスを活用した多言語相談窓口の運営 42 

商店街等の IT 化（キャッシュレス決済・ネット販売等）

の対応支援 
52 

申請業務のオンライン化の推進 77 

(２) 官民データの容易な利用等に係る取組  

 NPO 法人情報のオープンデータ化や ICT を活用した支援 40 

バス運行状況のオープンデータ化 48 

道路管理情報システムの活用 73 

オープンデータの推進 79 

(３) 個人番号カードの普及及び活用に係る取組  

 申請業務のオンライン化の推進（再掲） 77 

マイナンバーカードの普及 78 

(４) 利用の機会等の格差の是正に係る取組  

 就活における企業と学生等とのマッチング支援 51 

学校の ICT 環境整備 61 

ICT に関わる教育の推進 63 

高齢者への ICT 活用のサポート 69 

(５) 情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等に係る取組 

 ICT を活用した調査業務の推進 68 

先端技術（RPA、AI 等）の活用の拡大 80 

ICT を活用した多様な働き方改革 81 

情報システム最適化の推進 82 

電子決裁の推進 83 

ICT を活用した公用車予約照会 84 

部分的な庁内無線 LAN の推進 85 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

第３章 個別施策の詳細           

 

個別の施策について、施策管理シートを作成し、現状の課題に対して、

どのような目的をもって、今後の取組を行っていくか評価指標を設定し、

スケジュールを管理しています。 

 
沼津市情報化推進・官民データ活用推進計画 施策管理シート 

施策名   施策№   

担当部署   

現状・課題   

目的   

今後の取組   

評価指標 

基準値   

目標値   

スケジュール 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

          

  

 
 

 

 

現在の状況、求められていること、課

題等 

施策を実施する目的や事業の在り方

等 

今後、取り組んでいく内容 

年度別のスケジュールを立て、事業

を実施する計画 

事業の達成状況を把握するため、評

価指標を設定し記載 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

 

 

１ 自分らしいライフスタイルを実現できるまち 

 
 
 
 

 施 策 名 

1-1 統合型地理情報システムの活用 

1-2 投開票事務の効率化 

1-3 NPO 法人情報のオープンデータ化や ICT を活用した支援 

1-4 キャッシュレス決済導入の検討 

1-5 テレビ通訳サービスを活用した多言語相談窓口の運営 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 1-1 施策名 統合型地理情報システムの活用 

担当部署 企画部ほか地理情報所管課 

現状・課題 各業務での情報共有化、保守管理コストの縮減等を図るた

め、全庁内に分散していた地理情報システム（GIS）を統合し

たシステムを活用している。 

 

目的 ・地理情報を一元的に管理することで、庁内における事務の効

率化を促進する。 

・データの利活用を通じた地域経済の活性化や、平常時及び災

害時の安全･安心に関する地理情報の共有を図る。 

 

今後の取組 ・地理情報の一元管理による庁内業務の改善の促進。 

・統合型 GIS を利活用できる人材の育成。 

・公開型 GIS の検討及び導入。 

評価

指標 

基準値 
統合型 GIS を利活用できる人材育成のための職員研修会の実

施回数 

目標値 研修会の開催 年１回以上 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成（職員研修の実施） 

地理情報のオープン

データ化の調査 

公開型 GIS 検討・導入 

地理情報のオープン

データ化の実施 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 1-2 施策名 投開票事務の効率化 

担当部署 選挙管理委員会事務局 

現状・課題 ・本市では、各種選挙の投票事務に当たり、64 カ所の当日投

票所、５カ所の期日前投票所の運営のため、約 500 名の事務

従事者を必要とするが、毎回人員確保に苦慮している。 

・開票事務についても、毎回約 300 名の人員を必要とするが、

候補者多数の選挙の場合、開票完了が翌日未明に及ぶため、

人員確保が年々難しくなっている。 

・昨今の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の観点から

三密回避のため、投開票事務の少人数化が望まれる状況とな

っている。 

目的 名簿対照及び投票用紙交付事務への当日投票システムの導

入、開票分類事務への読取分類機の導入といった事務の機械化

により、投開票事務の省力化を図る。 

今後の取組 ・投開票事務の機械化事例の情報収集。 

・当日投票者管理システム導入、事務の機械化の他市先進事例

の情報収集。 

評価

指標 

基準値 前回の同一選挙の開票時間及び事務従事者数 

目標値 基準値未満 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子投票システム等を用いた他市事例の情報収集 

投票事務簡素化事例の情報収集 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 1-3 施策名 
NPO 法人情報のオープンデータ化や ICT を活用した

支援 

担当部署 企画部 

現状・課題 ・NPO 活動への市民参加を呼び掛けることに苦慮している法人

がある。 

・NPO 法人の社員が高齢化するなど、新たな活動の担い手が見

つからず、活動規模を縮小したり解散する法人がある。 

・民間企業が「ボランティア参加機会の提供と情報拡散」を目

的としたシステムを開発し、実証実験を行っている。今後も、

このようなシステムが開発される可能性がある。 

目的 NPO 法人に対し、上記のシステムに限らず、有効と思われる

システムについて、情報の提供をしていくことにより、NPO 活

動に参加する人を増やし、NPO 法人の活動強化につなげてい

く。 

今後の取組 ・民間等が持つ情報発信ツールの情報収集。 

・NPO 法人に対する情報提供の充実。 

・NPO 法人情報のオープンデータ化。 

評価

指標 

基準値 NPO 法人情報のオープンデータ化率  ０％（令和元年度末） 

目標値 NPO 法人情報のオープンデータ化率  100％（令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人への情報提供 

情報発信ツールの情報収集 

NPO 法人のオープンデータ化 オープンデータの更新 



 

    
~ 41 ~ 

 

第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 1-4 施策名 キャッシュレス決済導入の検討 

担当部署 企画部、市民福祉部、水道部、病院事務局、出納事務局 

現状・課題 ・キャッシュレス化は現在国を挙げて推進している施策であ

り、「成長戦略フォローアップ」（令和元年６月 21 日閣議決

定）においては、令和７年までにキャッシュレス決済比率を

倍増し、４割程度とすることを目指すとしている。 

・キャッシュレス化については、現金を持ち歩かずに支払いが

できるなど利用者の利便性の向上につながるため、行政の窓

口においてもキャッシュレス化を望む声が出てきている。 

・キャッシュレス決済の導入については、決済事業者に支払う

手数料が高額であること、現金領収書をその場で発行できな

いこと、パスポート発行時における国の手数料の取扱い、会

計規則変更やシステム対応などの課題がある。 

目的 キャッシュレス決済導入に向けて必要となる検討を進め、将

来的に利用者の利便性の向上を図る。 

今後の取組 ・先行自治体の導入事例を踏まえ、市民窓口・公共施設におけ

るキャッシュレス決済導入の検討。 

・導入しやすい窓口・決済事業者を選定し、早い段階でテスト

導入（実証実験）を実施。 

・実証実験を踏まえた導入。 

評価

指標 

基準値 キャッシュレス決済導入業務数 １業務 （令和元年度末） 

目標値 キャッシュレス決済導入業務数 ３業務 （令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

キャッシュレス決済導入に

向けた調査 

実証実験等の検討・導入 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 

№ 1-5 施策名 
テレビ通訳サービスを活用した多言語相談窓口の運

営 

担当部署 企画部 

現状・課題 ・庁舎内に、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語の通訳

を配置して、外国人住民の相談等に対応しているが、それ以

外の言語に対応できていない。 

・タブレット端末を導入し翻訳アプリを使用しているが、音声

の誤認識が多く、単語の確認程度の翻訳しか行えないため、

翻訳が正確性に欠け円滑な相談対応が困難であり、行政相談

に適していない。 

目的 増加する外国人住民の相談や行政手続補助に幅広く対応し、

外国人住民の安心した生活につなげるため、テレビ通訳サービ

スを活用し、多言語相談体制の充実を図る。 

今後の取組 ・テレビ通訳サービスを活用した多言語相談窓口の運営及び

周知。 

・外国人住民向け SNS の立ち上げ、市の各種行事等の情報発

信。 

評価

指標 

基準値 
オンライン含めた外国人の相談件数 

 1,642 件／年（令和元年度） 

目標値 
オンライン含めた外国人の相談件数 

 2,000 件／年（令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

外国人住民向け SNS

の立ち上げ 

テレビ通訳サービスを活用した多言語相談窓口の運営及び周知 

外国人住民向け SNSコン

テンツの充実 
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第３章 個別の施策の詳細

 
 
 

 
２ ヒト中心で都市的魅力にあふれるまち 

 
 
 
 

 施 策 名 

2-1 ICT を活用したまちあるき 

2-2 自動運転などの新技術の検証 

2-3 公共交通マップの活用 

2-4 デジタルサイネージの設置（バス運行情報） 

2-5 バス運行状況のオープンデータ化 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 

№ 2-1 施策名 ICT を活用したまちあるき 

担当部署 産業振興部 

現状・課題 沼津駅周辺、沼津港、狩野川河川空間など中心市街地の回遊

性の向上を図る必要があるため、沼津の情報共有をするディス

カッション・沼津の良さを体験するフィールドワーク等をワー

クショップ形式で実施し、手書きのまちあるきマップを作成し

た。また、市内の書店や図書館で、当該マップを文庫本サイズ

のブックカバーにして配布した。 

目的 中心市街地の魅力を多様な媒体を通じて、市民や観光客等に

伝えることにより、更なる中心市街地の回遊性を図る。 

今後の取組 ・中心商店街の魅力を伝える冊子を作成するとともに、様々な

媒体を通じて、情報発信を図る。 

・まちなか居住の施策と連動した取組を推進することで、日常

的なにぎわいの創出を図る。 

評価

指標 

基準値 中心市街地歩行者通行量   68,687 人（令和２年度） 

目標値 中心市街地歩行者通行量  100,000 人（令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

中心商店街の魅力を伝える 
冊子の作成・情報発信 

まちなか居住の施策と 
連動した取組の推進 
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第３章 個別の施策の詳細

 
 

№ 2-2 施策名 自動運転などの新技術の検証 

担当部署 都市計画部 

現状・課題 ・平成 30 年 10 月に約１カ月間、EV バスの試験運行を行い、

令和２年１月には静岡県が進める「しずおか自動運転

ShowCASE プロジェクト」と連携し 10 日間の自動運転車両の

実証実験を実施。 

・利用者数の減少による路線バスの減便やドライバー不足か

ら公共交通を維持することが課題の中、令和２年３月から沼

津駅－沼津港間においてバス事業者による EV バスの本格運

行が始められている。 

目的 ・観光者数が増加している沼津港など、移動ニーズの高いポイ

ントへのアクセスを容易にし、公共交通の利用促進を図る。 

・自動運転技術を導入した車両を過疎地域などの公共交通不

便地域で運行することにより、高齢者等をはじめとする地域

住民の移動手段を確保するとともに、乗務員不足の解消など

交通事業者の事業継続性を高める。 

今後の取組 ・住民や観光客の移動ニーズの高い地域において、自動運転な

ど新たな移動手段を検討し、社会実験を実施する。 

・自動運転に関する情報収集。 

評価

指標 

基準値 自動運転等社会実験回数 １回（令和元年度） 

目標値 自動運転等社会実験回数 延べ５回（令和３～７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

自動運転に関する情報収集による調査・研究 

しずおか自動運転 ShowCASE 

プロジェクトとの連携 
新技術の実装検討 新技術の実装検討 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 

№ 2-3 施策名 公共交通マップの活用 

担当部署 都市計画部 

現状・課題 ・市ホームページにて沼津市公共交通 de おでかけマップを公

開しており、その中でバス停やバスの乗り方、お得な乗車券

等を案内している。地図アプリを利用することにより、GPS

で正確な位置情報をスマートフォンで確認することも可能

である。 

・利用者数の減少による路線バスの減便やドライバー不足か

ら公共交通を維持することが課題となっている。 

目的 公共交通マップやアプリによりバス路線の情報等を提供す

ることで、誰でも気軽にバスが利用できる環境を整備し、公共

交通の利用促進を図る。 

今後の取組 ・公共交通マップ等公共交通情報の周知・啓発に努める。 

・バスロケーションサービス等との連携や、バス等公共交通機

関の利便性を高める施策を検討する。 

評価

指標 

基準値 公共交通マップのダウンロード数 250 件/年（令和元年度） 

目標値 公共交通マップのダウンロード数 500 件/年（令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マップの 

更新 

バスロケーション 

システムの導入促進 

公共交通情報の周知・啓発 

利用者ニーズに合わせたマップの更新 

各種マップとの連携 各種マップとの連携 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 2-4 施策名 デジタルサイネージの設置（バス運行情報） 

担当部署 都市計画部 

現状・課題 ・市民や観光客など多くの利用者が集まる沼津駅において、バ

スの運行情報がわかりにくい状況がある。 

・沼津港におけるバス乗り場が事業者ごとに異なる場所に設

置されていることから、利用者にとって使いづらい状況にな

っている。 

・静岡県が平成 27 年に策定した「沼津港みなとまちづくり推

進計画」において、内港北側に観光バスや路線バス、タクシ

ーなどの乗降場の整備を行うバスターミナル化が計画され

ている。 

目的 沼津駅及び沼津港において、事業者ごとに設置されているバ

ス乗り場を集約し利用者の利便性を高めるとともに、デジタル

サイネージの設置により、利用者の利便性をより一層高める。 

今後の取組 ・静岡県やバス事業者との連絡調整。 

・沼津港バスターミナルの設計（市）及び改修工事（静岡県）。 

・デジタルサイネージを設置することで、利用者の利便性を高

める。 

評価

指標 

基準値 
デジタルサイネージの設置数（バス運行情報） 

 １カ所（令和元年度末） 

目標値 
デジタルサイネージの設置数（バス運行情報） 

 ５カ所（令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沼津駅 デジタルサ

イネージ設置 

静岡県やバス事業者との連絡調整 

バスターミナル改修工事（県） 

沼津港 デジタルサ

イネージ設置 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 

№ 2-5 施策名 バス運行状況のオープンデータ化 

担当部署 都市計画部 

現状・課題 ・国土交通省が平成 29 年３月に策定した「標準的なバス情報

フォーマット（GTFS）」に基づいたデータ整備について、市

内を運行するバス事業者３社中２社が未対応。 

・多様な主体によるバス運行情報の活用を促進し、バスの利用

機会の創出を図る必要がある。 

 

目的 バス運行情報のオープンデータ化により、国内外のインター

ネットの経路検索サイト、乗換案内アプリに掲載できるように

なり、多言語化対応や他社路線、鉄道等との切れ目のない乗換

案内を可能にする。また、バス事業者にとっても、運行の効率

化やダイヤの見直し等を容易にする。 

 

今後の取組 ・標準的なバス運行情報フォーマットに関する情報収集。 

・バス事業者のデータ整備に向けたセミナーの開催、情報提

供。 

・オープンデータ化の実施。 

 

評価

指標 

基準値 
バス運行情報のオープンデータ公開事業者数 

 １社／３社（令和元年度末） 

目標値 
バス運行情報のオープンデータ公開事業者数 

 ３社／３社（令和３年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

標準的なバス情報フォーマットに関する情報収集 

オープンデータ化 
オープン 

データ作成 
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第３章 個別の施策の詳細

 
 
 
 

３ 力強い産業を牽引するまち 

 
 
 
 

 施 策 名 

3-1 農業担い手の確保・育成支援 

3-2 就活における企業と学生等とのマッチング支援 

3-3 商店街等の IT 化（キャッシュレス決済・ネット販売等）の対応支援 

3-4 新たな成長産業の育成 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 3-1 施策名 農業担い手の確保・育成支援 

担当部署 産業振興部 

現状・課題 ・高齢化や後継者不足等により、農業従事者が減少している。 

・農地の保全や管理が行き届かないことによる荒廃農地が増

加している。 

・近隣市では、AI を活用し、衛星写真から農地に生えている

草の高さなどを検出して荒廃具合を識別することで、耕作放

棄地かどうかを判定し、農地の集積や農業参入者への提供な

ど耕作放棄地の有効活用につなげようとする実証実験を令

和２年度に行っている。 

目的 農業の近代化を図る取組を進めることで、農業の担い手の確

保と荒廃農地の解消につなげる。 

今後の取組 ・農業の近代化に関する情報収集・近隣市や先進地との意見交

換。 

・ICT 等を活用したスマート農業の実現可能性の検討。 

・農業従事者や AOI-PARC 等との情報交換。 

評価

指標 

基準値 
農業従事者や AOI-PARC 等との情報交換数 ３件／年（令和元

年度） 

目標値 
農業従事者や AOI-PARC 等との情報交換数 10 件／年（令和７

年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

ICT 等を活用したスマート農業の実現可能性の検討 

農業の近代化に関する情報収集 

農業従事者等との情報交換 

３件     ４件     ６件     ８件    10 件 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 3-2 施策名 就活における企業と学生等とのマッチング支援 

担当部署 産業振興部 

現状・課題 ・少子高齢化の進展をはじめとした社会状況の変化により、企

業の人材確保は喫緊の課題となっており、東京一極集中が進

む中、市内企業の安定した雇用の確保を図る必要がある。ま

た、労働力の減少を抑制するために、労働参加が見込まれる

方の活躍を促す必要がある。 

・市内企業と学生・求職者とのマッチングを図るための就職支

援サイト（ぬま job）で情報発信を行っている。 

・また、併せて、企業情報の発信、就職関係の講座情報等の就

職支援情報の発信も行っている。 

目的 首都圏の学生や、本市で働くことに興味がある方に対して、

継続的に就職関連情報を発信することで、市内企業の雇用の確

保につなげる。 

今後の取組 ・就職関連情報の情報発信の取組を強化・継続する。 

・求職者と市内企業とのマッチング強化に向け、コンテンツの

充実を図る。 

・with コロナ対応として、企業向けのテレワークや Web 面接

導入セミナーなど ICT の活用のためのセミナーを実施する。 

評価

指標 

基準値 ぬま job 求職者登録者数   791 人（令和元年度末） 

目標値 ぬま job 求職者登録者数 1,000 人（令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

コンテンツの充実 

就職関連情報の情報発信の取組を強化・継続 

ICT 活用のための 
セミナーを実施 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 

№ 3-3 施策名 
商店街等の IT 化（キャッシュレス決済・ネット販売

等）の対応支援 

担当部署 産業振興部 

現状・課題 中心市街地では、小売業の年間商品販売額の減少や建物の老

朽化、空き店舗等により、まちの魅力が低下している。居住者

や来街者を増やすために、県東部の顔である中心市街地ならで

はの魅力ある商業環境の形成等を図る必要があり、IoT 化が進

んでいる時代に沿った対応が求められている。 

目的 キャッシュレス決済やネット販売等の消費者ニーズに対応

したサービスを提供する店舗への支援などを実施することで

魅力ある商店街にしていく。 

今後の取組 ・既存店舗の経営改善事例を通じ、商店主や経営支援に関わる

人材の育成等を図る。 

・オンラインによるマーケティングスクールの開催。 

・商店街等との意見交換を実施し、必要な IoT を活用した消費

者ニーズ等の対応について支援していく。 

評価

指標 

基準値 
各種セミナーへの参加者数 

 ０人／年（令和元年度） 

目標値 
各種セミナーへの参加者数 

 延べ 100 人／５年（令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者向け・消費者向けセミナーの開催 

商店街等との意見交換を実施 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 3-4 施策名 新たな成長産業の育成 

担当部署 産業振興部 

現状・課題 ・IoT や AI は、今後、次世代自動車やロボット、医療福祉な

どの成長分野での活用が見込まれる。これまで、企業立地促

進事業費補助（用地取得費、新規雇用者）や IT オフィス等

進出事業費補助（建物賃借料、通信回線使用料、IT オフィス

等開設経費の補助）などの助成制度により支援をしている。 

・起業支援の相談体制やビジネスマッチング等の支援により、

新たな製品開発や事業化を促進している。 

目的 IoT、AI 等を活用する新たな成長分野を推進する企業を助成

することで、企業立地の推進や雇用の確保に努め、本市の経済

基盤の強化を図る。 

今後の取組 ・全国的な企業立地や企業支援等に関する情報の収集を行う。 

・引き続き、新たな成長分野における、IoT、AI 等を活用した

企業の立地や製品化・事業化を進めるため、必要な助成制度

の運用や支援する取組を継続する。 

評価

指標 

基準値 
情報化に関する企業の新規補助件数（沼津市 IT オフィス等進

出事業費補助）２件／年（令和元年度） 

目標値 
情報化に関する企業の新規補助件数（沼津市 IT オフィス等進

出事業費補助）10 件／５年（令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オフィス設置補助の助成制度の実施 

企業立地等に関する情報収集 

起業相談やビジネスマッチングなどの支援 
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第３章 個別の施策の詳細

 
 
 
 

４ 地域の宝を活かすまち 

 
 
 
 

 施 策 名 

4-1 移住・定住の促進に係る情報発信 

4-2 災害時を含めた市民等が利用できる無線 LAN 環境の整備 

4-3 旅行者向け情報発信、インバウンドの誘客促進 

4-4 ICT を活用した文化財情報の電子化 
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第３章 個別の施策の詳細

 

№ 4-1 施策名 移住・定住の促進に係る情報発信 

担当部署 企画部 

現状・課題 ・本市への移住の促進に向けて、沼津市ホームページ内、移住・

定住ポータルサイト「ぬまづ暮らし」で情報発信に取り組ん

でいる。 

・移住関連イベントや移住関連の支援制度、各種ポータルサイ

トの紹介等、最新の情報を発信できるよう、随時、情報更新

を行っている。 

・本市の人口は年々減少傾向であるため、今後は更に本市の魅

力を市外の方々に知ってもらえるよう、情報発信の手段を検

討していく必要がある。 

目的  本市移住後のライフスタイルを具体的にイメージできるよ

うな移住検討者等のニーズに沿った質の高い情報を発信する

ことで、移住・定住につなげる。 

今後の取組 ・他市の移住・定住成功事例を情報収集し、テレワーク移住支

援など、新たな移住施策を検討する。 

・視覚的にわかりやすく、利用者が必要な情報を得ることがで

きるようポータルサイトや SNS 等を活用した情報発信の充

実を図る。 

・オンラインを活用した移住相談やイベント等を開催し、遠隔

からも気軽に相談できる体制を整える。 

評価

指標 

基準値 
移住相談受付件数 136 件（令和元年度） 

移住者数 17 件（令和元年度） 

目標値 
移住相談受付件数 延べ 700 件（令和７年度） 

移住者数  延べ 100 件（令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

移住ターゲットを明確にした情報発信 

新たな移住施策の検討 
テレワーク移住支援の
実施・検証 

ポータルサイトの充実 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 4-2 施策名 
災害時を含めた市民等が利用できる無線 LAN 環境の

整備 

担当部署 企画部、産業振興部、危機管理課、教育委員会事務局 

現状・課題 ・モバイル端末が普及している今日では、公衆無線 LAN（Wi-

Fi）環境は情報収集や広報手段として重要なインフラとなっ

ている。 

・平成 27 年度から観光客の導線上にある観光案内所など市内

11 カ所に公衆無線 LAN 環境を整備した。また、図書館にお

いても利用者に向けた無線 LAN サービスの提供を令和２年

度から開始した。 

・GIGA スクール構想により令和２年度中に各小中学校に整備

する無線 LAN 環境は、平時は教育で活用しつつ、災害時には

被災者向けに活用できるように、検討している。 

目的 学校、避難所や公共施設などの災害対応の強化が望まれる施

設に、被災時に被災者向けに切り替えることのできる公衆無線

LAN 環境を整備することで、災害時を含めた市民サービスを向

上させる。 

今後の取組 ・本市が設置する公衆無線 LAN の設置基準の策定。 

・小中学校の無線通信ネットワークの災害時の運用をする場

合の設定変更・機器追加の検討。 

・設置がされていない公共施設等の公衆無線 LAN の整備検討。 

評価

指標 

基準値 
災害時に被災者向けに切替え可能な無線 LAN の割合 

  22％（令和元年度） 

目標値 
災害時に被災者向けに切替え可能な無線 LAN の割合 

 100％（令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

設置基準や運

用方法の検討 
小中学校ネットワークの災害時運用 

公共施設等の公衆無線 LAN の整備検討 
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第３章 個別の施策の詳細

№ 4-3 施策名 旅行者向け情報発信、インバウンドの誘客促進 

担当部署 産業振興部 

現状・課題 ・本市の観光交流客数は、令和２年４月から６月の累計が約 21

万人で、前年同期間と比べ 80.8％の減少となっており、コ

ロナ禍により、今後も厳しい状況が続くと見込まれる。 

・新型コロナウイルス感染症対策の一環として、全国的にテレ

ワークの定着が進み、ワーケーションなどの新たな観光需要

の機運が高まっている。 

・with コロナ時代における本市の観光のあり方として、観光

事業者等に感染拡大予防ガイドラインの実施の徹底と「新し

い生活様式」に順応した新たな観光需要の取り込みを促すと

ともに、旅行者には感染防止策の浸透を図るなどにより、地

域と旅行者の双方にとって安全･安心な環境を整備すること

が必要である。 

・人が密にならない環境を整備するとともに観光産業の持続

的発展を図るため、繁忙期と閑散期の平準化を図ることが重

要である。 

目的 ・感染拡大予防ガイドラインを遵守する観光事業者の情報発

信を効果的に行うことで、国内及びインバウンドの誘客を回

復させ、地域産業の振興を図る。 

・旅行者自身が行う感染防止策を情報発信することで、観光客

を受け入れる地域の安全･安心な環境の整備を図る。 

・「新しい生活様式」に順応した観光コンテンツの創出と情報

発信を効果的に展開することで、新たな観光ブランドの確立

を図る。 

今後の取組 ・安全･安心に観光ができる環境整備に向けた、ガイドライン

の策定遵守等の取組の支援。 

・ ICT を活用した、国内旅行会社やメディア、インバウンド向

け観光プロモーションの推進。 

・地理的特長を活かした、ワーケーション等の新たな観光コン

テンツの創出と情報発信、ブランド化の取組。 

 



 

    
~ 58 ~ 

 

第３章 個別の施策の詳細

 
 

評価

指標 

基準値  観光交流客数 440 万人（令和元年度） 

目標値  観光交流客数 600 万人（令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染防止対策

を含めた国内観光プロモーション 

安全・安心に観光ができる取組の支援 

ワーケーションなどの

新たな観光の創出、ブ

ランド化 

国内外観光プロモーシ

ョン 

ワーケーションなどを活用した

誘客の実施 



 

    
~ 59 ~ 

 

第３章 個別の施策の詳細

 

№ 4-4 施策名 ICT を活用した文化財情報の電子化 

担当部署 教育委員会事務局 

現状・課題 ・文化財センター、博物館、資料館等において、市内における

埋蔵文化財、史跡、建造物などの文化資源の保存・活用・資

料収集を行っている。 

・発掘調査で出土した遺物については、整理作業が終了し発掘

調査報告書が刊行されたものをデータ化することにより、検

索可能な情報の整備を継続的に行っているが、出土遺物が想

定数を超えて発掘されているため整理作業に時間を要して

いる。 

・文化資源を公開するに当たっては、著作権など、法律上の権

利関係について整理する必要がある。 

目的 埋蔵文化財、史跡、建造物などの文化資源情報のデータベー

ス化や、刊行物を電子書籍としてウェブ上で情報提供し活用し

てもらうことにより、文化資源の価値に対する人々の認識を高

めるとともに、地域の文化活動の活性化を図る。 

今後の取組 ・市内の史跡や建造物などの文化資源情報のデジタル化を進

め、オープンデータとして順次公開していく。 

・整理が終了しデータ化された発掘調査報告書については、可

能な限り公開を進めていく。また、新たに整理作業が終了し

た遺物データについては順次追加を行う。 

・刊行物をデータ化し電子書籍としてウェブ上で公開する。 

評価

指標 

基準値 
文化財に関するオープンデータの公開データセット件数 

15 件(奈良文化財研究所公開分も含む）（令和元年度末） 

目標値 
文化財に関するオープンデータの公開データセット件数 

40 件(奈良文化財研究所公開分も含む）（令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

埋蔵文化財、史跡、建造物などの情報整理 

著作権など、法律上の権利関係の整理 

既存刊行物の電子書籍化、ウェブ公開 

オープンデータ化 
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第３章 個別の施策の詳細

 
 
 
 

５ 安心して子どもを産み育てられるまち 

 
 
 
 

 施 策 名 

5-1 学校の ICT 環境整備 

5-2 ICT に関わる教育の推進 

5-3 図書館電子化推進事業 
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第３章 個別の施策の詳細

№ 5-1 施策名 学校の ICT 環境整備 

担当部署 市民福祉部、教育委員会事務局 

現状・課題 ・国の GIGA スクール構想及びその前倒しに伴い、令和２年度

中に、小中学校において児童生徒「１人 1台」端末、教職員

の授業用端末、「１人１台」端末に対応した校内ネットワー

ク及び負荷分散のための外部インターネット環境の整備が

完了する予定。 

・今後は、ハードウェアの整備に対応した新しい授業形式の構

築に向け、教職員のスキル向上及び学校における実践を図る

必要がある。 

・文部科学省作成の情報セキュリティガイドラインに対応す

る必要がある。 

・教職員の長時間勤務が問題となっており、その改善が求めら

れている。 

目的 ・GIGA スクール構想の実現と、新学習指導要領における ICT を

活用した情報活用能力の育成。 

・市立高校及び看護専門学校におけるリモート学習による多

様性のある学習環境や専門性の高い講師による授業、個に応

じた指導など、学びの質を向上する環境の整備。 

・教職員の校務の効率化。 

今後の取組 ・小中学校において ICT 機器を活用した授業が効果的に実施

できるよう、令和２年度に作成する「沼津市学校教育 ICT 活

用方針」に基づくスキル向上研修等を実施する。 

・併せて各校で情報セキュリティポリシーと実施手順を作成

し、情報セキュリティ対策を実施する。 

・看護専門学校の普通教室に無線 LAN アクセスポイントを設

置する。なお、災害時には被災者向けに切り替え可能なもの

とする。 

・市立高校および看護専門学校において、リモート学習環境の

整備と活用検証をする。 

・教職員の校務を効率化するため、ICT を活用した働き方改革

を推進する。 
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第３章 個別の施策の詳細

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価

指標 

基準値 
児童生徒用端末の整備 

  各小中学校に 1クラス分（令和元年度末） 

目標値 
児童生徒用端末の整備 

  各小中学校に１人１台分（令和３年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端末更新方法の検討 

「一人一台」端末等を用いた情報活用能力の育成 

環境の活用・校務の効率化の推進 

端末の 
更新 
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第３章 個別の施策の詳細

№ 5-2 施策名  ICT に関わる教育の推進 

担当部署 市民福祉部、教育委員会事務局 

現状・課題 ・沼津市教育基本構想実施計画に基づき、児童生徒の情報モラ

ルを含む情報活用能力の育成を図っている。 

・改訂学習指導要領において、情報活用能力を、「学習の基盤

となる資質・能力」と位置付け、教科等横断的にその育成を

図ることとされ、その育成のために必要な学校の ICT 環境整

備と、ICT を活用した学習活動の充実を図ることに配慮する

ことが明記されている。 

・リモート学習による多様性のある学習環境や専門性の高い

講師による取組とあわせて、外国にルーツをもつ児童生徒や

不登校、病弱の児童生徒など個々の状況に応じた支援など、

学びの質を向上する取組が求められている。 

目的 ・児童生徒の情報活用能力の育成。 

・各教科等の指導における ICT 活用の促進。 

・リモート学習環境による専門性の高い授業などの学習機会

の増加。 

・特別な配慮を必要とする児童生徒に対する支援の実施。 

今後の取組 （小中高・専門学校共通） 

・プログラミングや情報セキュリティに関する内容を充実さ

せ、ICT を上手に活用してよりよい社会を築いていこうとす

る態度などを育む活動を実施する。 

・リモート学習システムによる交流学習や合同授業、専門家と

つないだ遠隔学習について、制度面からの実施の可否、期待

される効果等を踏まえた研究に取り組む。 

・特別な配慮を必要とする児童生徒に対して、個に応じて支援

する遠隔教育について調査研究に取り組む。 

（小中学校) 

・ICT 機器を本市学校教育のあらゆる場面で活用し、学習の基

盤となる資質・能力としての情報活用能力、問題発見・解決

能力等を育成できるよう、令和２年度に作成する「沼津市学

校教育 ICT 活用方針」に基づく教職員に対するスキル向上研

修等を実施するとともに、各教科等の特質に応じて、児童が

コンピュータの基本的な操作を習得するための学習活動や



 

    
~ 64 ~ 

 

第３章 個別の施策の詳細

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プログラミングを体験しながら、論理的思考力を身に付ける

ための学習活動を計画的に実施する。 

評価

指標 

基準値 
児童生徒に対するアンケート 

令和元年度 アンケート未実施 

目標値 令和７年度 アンケート結果による満足度の割合 90％ 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

論理的思考力を身に付けるための学習活動の実施 
プログラミング・情報セキュリティ教育の実施 

遠隔授業環境の活用に向けた研究・実践 

アンケートの実施・アンケート結果に基づく学習活動の改善 
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第３章 個別の施策の詳細

 

№ 5-3 施策名 図書館電子化推進事業 

担当部署 教育委員会事務局 

現状・課題 ・令和２年度に電子図書館機能を導入し、市民がいつでも、ど

こにいても読書を楽しむことができる環境整備を行った。電

子書籍はアクセシビリティ機能を備えていることから、高齢

者や障害者等の読書環境の向上も見込まれ、今後は市民の利

用促進に向けての取組を行っていく。 

・貴重な郷土資料や地域新聞等のデジタル化に取り組んでお

り、順次、閲覧や公開を進め、広く活用を図っていく必要が

ある。 

目的 様々な図書館サービスにおいて電子化を推進し、市民の知的

活動を支援する生涯学習の拠点としての図書館機能の充実を

図る。 

今後の取組 ・電子書籍サービスの利用促進に向けた取組を実施する。 

・デジタル化した郷土資料等沼津ゆかりの貴重資料のインタ

ーネット公開を推進する。 

・地域新聞のデジタルデータ化を推進する。 

・図書館で実施する講演会、講座等の自主事業は、社会状況に

応じリモート配信を活用する。 

評価

指標 

基準値 
電子図書のｺﾝﾃﾝﾂ数                 ０冊（令和元年度末） 

電子書籍を含むﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂの利用件数 ０件（令和元年度末） 

目標値 
電子図書のｺﾝﾃﾝﾂ数                 5,000 冊（令和７年度末） 

電子書籍を含むﾃﾞｼﾞﾀﾙｺﾝﾃﾝﾂの利用件数 10,000 件（令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

電子書籍の新コンテンツ購入及び入替 

講演会、講座等のリモート配信 

デジタル化した郷土資料等のインターネット公開 

沼津毎日 

新聞のﾃﾞｼﾞ

ﾀﾙﾃﾞｰﾀ化 
沼津新聞のデジタルデータ化 



 

    
~ 66 ~ 

 

第３章 個別の施策の詳細

 
 
 
 

６ 笑顔があふれ健康で心豊かに暮らせるまち 

 
 
 
 

 施 策 名 

6-1 児童や高齢者の見守り支援事業 

6-2 ICT を活用した調査業務の推進 

6-3 高齢者への ICT 活用のサポート 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 6-1 施策名 児童や高齢者の見守り支援事業 

担当部署 企画部、市民福祉部、教育委員会事務局 

現状・課題 ・認知症高齢者見守り事業として、徘徊高齢者探索用機器(GPS

端末)の貸与、見守りシール(QR コード)の交付、沼津市あん

しん見守りネットワーク協力事業所登録制度などを実施し、

介護者の負担軽減を図っている。 

・特殊詐欺などの社会的弱者を狙った犯罪から守るため、一人

暮らし高齢者や認知症高齢者の支援、自立して生活する障害

者とその家族への支援等の対応が求められている。 

・子どもを狙った凶悪犯罪が発生しており、地域の見守り活動

の支援や路上での不審者による犯罪抑止等の対応が求めら

れている。 

目的 ICT 等を利活用することで、市民への認知症への理解の深化

と制度の更なる周知を図るとともに、児童・高齢者・障害者と

その家族が安心して暮らしていけるまちづくりを推進する。 

今後の取組 ・先進事例の調査研究及び新技術の活用検討。 

・ICT を活用した児童、高齢者、障害者の見守りサービスの検

討及び検討に資する情報の提供。 

評価

指標 

基準値 
見守り支援事業(ICT 関連)新規利用者数 

  17 名(令和元年度末) 

目標値 
見守り支援事業(ICT 関連)延べ利用者数 

 100 名(令和７年度末) 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

事例の調査・研究 

地域 BWA 等 ICT の活用検討 

制度の周知・啓発の実施 

新たな ICT 機器の検討・活用 

地域 BWA 等 ICT の活用検討 

事例の調査・研究 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 

№ 6-2 施策名 ICT を活用した調査業務の推進 

担当部署 市民福祉部 

現状・課題 ・介護認定や障害支援区分認定の調査、生活保護の訪問調査等

は、現地において手書きで記録し、帰庁後に入力作業を行う

ことにより情報を管理している。 

・介護や障害支援区分の審査会における資料のペーパーレス

化が進んでいない。 

目的 タブレット端末の導入により、調査業務における事務の効率

化・省力化、審査会等における資料のペーパーレス化を図る。 

今後の取組 ・既存システムとのデータ連携やデータ移行等の調査、研究を

行う。 

・先進自治体等の取組について情報収集を行う。 

評価

指標 

基準値  調査業務における電子化の割合 ０％ （令和元年度末） 

目標値  調査業務における電子化の割合 30％ （令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先進自治体等の取組について情報収集 

タブレット端末

の検討・導入 

既存システムとの連携等の調査 

導入検討 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 
 
 
 

№ 6-3 施策名 高齢者への ICT 活用のサポート 

担当部署 市民福祉部 

現状・課題 団塊の世代以降の高齢者には、パソコンやインターネット、

スマートフォン等の ICT 機器・サービスの利用経験を持つ方が

多く、苦手意識は低いと考えられることから、ICT 活用のサポ

ートにおいては、多様なサービスへの高い対応力が求められ

る。 

目的 ICT 活用のサポートを推進することで、高齢者の社会参加、

生活支援及び就労支援を促進させる。 

今後の取組 高齢者の ICT 利用に関する研修会の開催。 

評価

指標 

基準値 
高齢市民を対象としたパソコン研修会の参加人数 

（シルバー人材センター） 38 人／年（令和元年度） 

目標値 
高齢市民を対象としたパソコン研修会の参加人数 

（シルバー人材センター） 延べ 200 人（令和３～７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

高齢市民を対象としたパソコン研修会の開催 
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第３章 個別の施策の詳細

 
 
 
 

７ 安全・安心のまち 

 
 
 
 

 施 策 名 

7-1 ICT を活用した防災・減災 

7-2 ICT を活用した河川、道路等の遠隔監視 

7-3 道路管理情報システムの活用 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 7-1 施策名 ICT を活用した防災・減災 

担当部署 企画部、危機管理課 

現状・課題 ・市ホームページで地震・津波マニュアルや地震・津波ハザー

ドマップ及び危機管理情報・同報無線情報メール、防災アプ

リなどの情報入手手段などを掲載している。 

・メールやアプリ、SNS などを活用し、防災情報や避難情報等

を登録者に配信している。 

・災害時に固定電話や携帯電話の音声通話が制限された場合

でもデータ通信は制限されない場合があるので、データ通信

を活用した情報伝達手段が必要である。 

目的 災害時において、ICT を活用し、即時性のある情報、局地的

な情報を取得することを可能とし、それらの情報から市民への

有効な情報を提供することにより市民の安全を図る。 

今後の取組 ・引き続き、SNS 等の媒体で、防災情報、避難情報などの周知・

啓発を行う。 

・既存機能の拡充、多言語対応。 

・現在活用している ICT を活用した情報伝達手段以外の方法

について継続して検討・検証する。 

評価

指標 

基準値 
すぐメール登録者数 10,529 人（令和元年度末） 

沼津市防災アプリダウンロード数 3,000 人（令和元年度末） 

目標値 
すぐメール登録者数 15,000 人（令和７年度末） 

沼津市防災アプリダウンロード数 7,000 人（令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

他の発信方法につい

ての情報収集・研究 

SNS を利用した災害情報・気象情報等の発信 

他の発信方法につ

いての検討・検証 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 

№ 7-2 施策名 ICT を活用した河川、道路等の遠隔監視 

担当部署 建設部 

現状・課題 関連リンクより、河川の様子は県のサイポスレーダー(静岡

県土木総合防災情報)や沼津河川国道事務所のライブカメラよ

り確認できる。道路の状況は沼津土木雪カメラ映像により戸田

峠など一部のみ確認できる。市による監視カメラ等の設置はな

い。 

目的 ICT を活用した遠隔監視により、河川や道路等の状況をリア

ルタイムで把握できることで、災害時の即時性の情報取得や渋

滞解消につながり、市民の利便性向上を図る。 

今後の取組 ・河川や道路で監視が必要な場所を遠隔監視し、WEB 等で管理

者が確認できるシステムを検討する。 

・沼津河川国道事務所等のライブカメラ映像の情報提供の周    

知。 

評価

指標 

基準値 
【河川】遠隔監視できる施設数 13 件（令和元年度末） 

【道路】遠隔監視できる施設数 ０件（令和元年度末） 

目標値 
【河川】遠隔監視できる施設数 16 件（令和７年度末） 

【道路】遠隔監視できる施設数 ５件（令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

他の管理者（国や県など）との情報共有 

先進事例等の情報収集 ICT を活用した遠隔監視

システムの検討 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 
 

№ 7-3 施策名 道路管理情報システムの活用 

担当部署 建設部 

現状・課題 令和２年６月からスマートフォンを利用した「道路パトロー

ル支援サービス」を導入し、それにより自動で道路の損傷等の

状態を把握でき、道路パトロール日誌等の報告書の作成もでき

るようになった。 

目的 自動車の車載カメラにて、自動で道路の損傷等の状態を把握

し、補修等の基礎資料とすることで、維持管理の向上を図る。 

今後の取組 ・車載カメラについて引き続き利用し、正確性や実用性を検証

する。 

・従来より作成が容易になったデータの活用方針やオープン

データの作成を検討する。 

評価

指標 

基準値 
道路パトロール支援サービスの活動日数 

  ０日（令和元年度） 

目標値 
道路パトロール支援サービスの活動日数 

 200 日（令和７年度）  

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

データの活用方針、オープ

ンデータの作成等の検討 

道路パトロール支援サービスの利用 

データに基づく道路

整備の検討 
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第３章 個別の施策の詳細

 
 
 
 

８ 環境と共生する持続可能なまち 

 
 
 
 

 施 策 名 

8-1 ごみ分別アプリの活用 

再掲 自動運転などの新技術の検証 （45 ページ） 

再掲 公共交通マップの活用 （46 ページ） 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 

№ 8-1 施策名 ごみ分別アプリの活用 

担当部署 生活環境部 

現状・課題 ごみの出し方について、広報誌や組回覧では周知が行き渡り

にくい若年層や自治会未加入者などへ、いかにして伝えていく

かが課題となっており、平成 29 年９月からごみ分別アプリを

導入した。 

目的 従来からの冊子によるごみの出し方の案内に加えて、市民が

ごみの分別方法や収集日、その他ごみの減量に関する情報をス

マートフォンやタブレットで確認できるようにすることで、リ

アルタイムでごみに関する情報を掲載し、市民の利便性向上を

図る。 

今後の取組 ・ごみ分別アプリの普及拡大に努める。 

・利用者ニーズに合わせた情報の更新。 

・品目検索で確認できる品目の増加、ごみ収集やリサイクルの

関連リンクを掲載するなど、アプリ内の情報拡充。 

評価

指標 

基準値 ごみ分別アプリの利用者数 累計 11,400 件（令和元年度末） 

目標値 ごみ分別アプリの利用者数 累計 26,400 件（令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者ニーズに合わせたアプリ内の情報拡充 

ごみ分別アプリの普及拡大 
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第３章 個別の施策の詳細

 
 
 
 

９ デジタル行政の推進 

 
 
 
 

 施 策 名 

9-1 申請業務のオンライン化の推進 

9-2 マイナンバーカードの普及 

9-3 オープンデータの推進 

9-4 先端技術（RPA、AI 等）の活用の拡大 

9-5 ICT を活用した多様な働き方改革 

9-6 情報システム最適化の推進 

9-7 電子決裁の推進 

9-8 ICT を活用した公用車予約照会 

9-9 部分的な庁内無線 LAN の推進 

9-10 ICT を活用した議会関係システムの利用推進 

 
 
 
 



 

    
~ 77 ~ 

 

第３章 個別の施策の詳細

 

№ 9-1 施策名 申請業務のオンライン化の推進 

担当部署 企画部ほか申請業務がある全部署 

現状・課題 ・国のデジタル・ガバメント実行計画で地方公共団体が優先的

にオンライン化を推進すべき手続が定められている。その中

で、まだオンライン化されていない手続がある。 

・県内市町で共同運用している「しずおか電子申請サービス」

の現行システムでは、書類の添付やスマートフォン向けのオ

ンライン申請に対応ができていない。 

目的 申請手段を多様化することで、更なる市民の利便性向上及び

負担の軽減を図る。 

今後の取組 「しずおか電子申請サービス」のシステム更新に併せて、ス

マートフォン向けの申請や未対応手続のオンライン化を推進

する。 

・電子申請サービス上での様式の作成。 

・電子申請化する場合の運用手順や手続の終了まで一貫した

デジタル化等の検討。 

・他市町村で電子申請化している事例、課題等の情報収集。 

評価

指標 

基準値 
優先的にオンライン化を推進すべき手続のオンライン化の割

合 50％ （令和元年度末） 

目標値 
優先的にオンライン化を推進すべき手続のオンライン化の割

合 70％ （令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子申請システムの検討・更新 

運用手順等の検討 

他市町村の事例、課題等の情報収集 

新電子申請サー

ビスでの運用 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 9-2 施策名 マイナンバーカードの普及 

担当部署 企画部、市民福祉部 

現状・課題 ・国はマイナンバーカードの普及に向けて、住民が「持ちたい」

と思えるカードにすることが必要として、その利活用の推進

など利便性向上に取り組んでいる。 

・本市においても、マイナンバーカードの機能を利用した証明

書コンビニ交付サービスを平成 28 年度から開始し、住民票

の写し、印鑑登録証明書、戸籍証明（全部事項証明書、個人

事項証明書）の交付サービスを実施している。 

・令和２年度から本庁と金岡市民窓口において、マイナンバー

カードの機能を利用して専用端末から証明書の申請ができ

る「らくらく申請サービス」の運用を開始した。 

目的 マイナンバー制度の趣旨である市民の利便性の向上と行政

事務の効率化を実現すべく、証明書コンビニ交付サービス等の

充実を図ることにより、市民の利便性向上と窓口業務の緩和を

図る。 

今後の取組 ・マイナンバーカードの普及に向けた広報活動。 

・証明書コンビニ交付サービスの交付可能な証明書の追加な

どサービス拡充に向けた情報収集及び実施の検討。 

評価

指標 

基準値 
マイナンバーカード普及率  

 沼津市 15.0％ 全国平均 16.0% （令和元年度） 

目標値 
マイナンバーカード普及率 

 全国平均以上 （令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

コンビニ交付サービスの拡

充にむけた情報収集・研究 

マイナンバーカードの普及に向けた広報活動 

証明書等新たなサービス

の拡充・実施検討 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 9-3 施策名 オープンデータの推進 

担当部署 企画部 

現状・課題 ・本市のオープンデータの活用推進に向け、「沼津市オープン

データの活用に関する基本方針」を策定し、本市が保有する

データのオープンデータ化に取り組んでおり、令和２年３月

末時点においては、116 件（データセット）を公開している。 

・担当職員向けの研修会を実施し、オープンデータの更なる推

進に向けた取り組みを進めている。 

 

 

目的  オープンデータを推進することにより、「官民協働を通じた

地域課題の解決や経済の活性化」、「行政の効率化やホームペー

ジ等より深層の情報を提供することで透明性・信頼性の向上」

を図る。 

 

 

今後の取組 ・一定水準以上の形式での作成及び更新。 

・「推奨データセット」でのオープンデータの作成及び更新。 

評価

指標 

基準値 
一定水準以上の形式でのデータセットの割合 

 24％（マップデータを除く）  （令和元年度末） 

目標値 
一定水準以上の形式でのデータセットの割合 

 50％（マップデータを除く）  （令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

職員研修の実施 

一定水準以上での更新 

新規データのオープンデータ化 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 

№ 9-4 施策名 先端技術（RPA、AI 等）の活用の拡大 

担当部署 企画部 

現状・課題 ・令和２年度に RPA システム、AI 議事録作成システムを導入

している。RPA、AI 等を業務に適用するためには、業務の定

期的な棚卸が必要である。 

・紙書類での処理や汎用の表計算ソフト等で処理している事

務が多数あるため、デジタル化の促進を図る必要がある。 

目的 業務改革（BPR）を実施し、RPA、AI 等を適用させることで、

職員の業務負担を軽減し、それにより捻出した人的資源を適切

に配置することで市民サービスの向上を図る。 

今後の取組 ・5G などの先端技術の情報収集。 

・BPR を実施し、RPA、AI 等適用業務を拡大する。 

評価

指標 

基準値 RPA、AI 等 未導入（令和元年度） 

目標値 
RPA、AI 等適用業務による作業時間の削減割合 

 ４割（令和３～７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

RPA、AI 等適用業務の拡大 

先端技術の情報収集 

次期システムへ向け

た RPA、AI 等の検証 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 9-5 施策名 ICT を活用した多様な働き方改革 

担当部署 企画部 

現状・課題 ・職員個々がライフスタイルに合わせた働き方を選択し、最大

限の能力を発揮することが求められる働き方改革の推進に

おいて、ICT を活用した環境整備が必要である。 

・直近では新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策と

してテレワーク導入への関心が高まっている。 

目的 ICT を活用することにより、通勤時間の削減等によるワー

ク・ライフ・バランスの充実のほか、書類のペーパーレス化、

災害時等の事業継続性の確保やダメージの低減など、業務の効

率化や危機管理対応力の向上を図る。 

今後の取組 ・外出先や自宅での業務実施に伴う情報セキュリティ対策や

個人情報流出防止策を検討する。 

・労働時間の管理方法や仕事の評価方法など、労務管理方法の

整備について検討する。 

・試行を含め段階的にテレワークの環境整備やセキュリティ

研修を行う。 

評価

指標 

基準値 テレワーク端末延べ操作人数 ０人／年（令和元年度） 

目標値 テレワーク端末延べ操作人数 30 人／年（令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報セキュリティ対策・ 

個人情報流出防止策の検討 

テレワーク利用拡大 

影響評価 環境構築調査 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 

№ 9-6 施策名 情報システム最適化の推進 

担当部署 企画部 

現状・課題 ・各業務システムの更新に合わせて、一部の機器の統合及び一

部クラウド化を実施している。 

・地方自治体の基幹システム等の標準化について、国において

法制化させる動きがある。 

目的 システム統合・クラウド化など情報システムの最適化を推進

することで経費削減・事務負担の軽減を図る。 

今後の取組 ・継続してシステム統合やクラウド・バイ・デフォルトを推進

する。 

・国の自治体システム標準化等の情報収集。 

・アプリ等システム統合へ向けた取組。 

評価

指標 

基準値 機械室のサーバ台数 66 台（令和元年末） 

目標値 機械室のサーバ台数 56 台（令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

国の自治体システム標

準化等の情報収集 

システム統合の調査 システム統合の検討・実施 

自治体システムの標準化 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 

№ 9-7 施策名 電子決裁の推進 

担当部署 企画部、財務部ほか決裁機能がある業務システム所管課 

現状・課題 ・現在、公文書は紙文書に押印することで決裁を行っている

が、文書の回覧に時間を要することや文書の保存場所が不足

していること、必要な文書を書庫から取り出す際に時間や手

間がかかることなどが課題となっている。 

・総務省の「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制

の見直しについて」通知（令和２年７月７日）により、決裁

の電子化が求められている。 

目的 電子決裁により、決裁事務の簡略化、迅速化及びペーパーレ

ス化を図る。 

今後の取組 ・電子決裁の影響調査（文書管理システム、例規、先進事例な

ど）。 

・電子決裁を行う場合の事務フローを検討する。 

・システム改修時等に電子決裁機能を検討する。 

評価

指標 

基準値 電子決裁（一般文書）の導入率  ０％（令和元年度末） 

目標値 

電子決裁（一般文書）の導入率 100％（令和７年度末） 

（工事関連など書類が膨大等で電子決裁が困難な文書、供覧文

書等を除く） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響調査 

事務フロー検討 

電子決裁実装 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 
 
 

№ 9-8 施策名 ICT を活用した公用車予約照会 

担当部署 財務部 

現状・課題 現在、公用車の管理は台帳（紙）で行っており、予約状況を

確認するためには電話連絡する必要がある。 

目的 公用車管理システムを導入することにより、予約状況の確認

や車両の一元管理など事務の効率化を図る。 

今後の取組 ・公用車管理システムの情報収集。 

・公用車の予約状況を可視化することで実態を把握し、最適な

運用を推進する。 

評価

指標 

基準値 
予約運用する公用車の照会可能台数の割合 

  ０％（令和元年度末） 

目標値 
予約運用する公用車の照会可能台数の割合 

 100％（令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

システム選定、仕様検討 

システム調達・ 

試行 

本稼働 
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第３章 個別の施策の詳細

 

 

№ 9-9 施策名 部分的な庁内無線 LAN の推進 

担当部署 企画部 

現状・課題 ・現在、庁内ネットワークは有線で敷設しているが、今後、会

議等では紙資料を使わず、職員用端末を使用することが求め

られている。 

・今後、増えてくると考えられる窓口でのタブレット端末の利

用へのネットワーク対応が必要である。 

 

 

目的 庁内ネットワークの無線化により、窓口でのタブレット端末

の利用による市民サービスの向上や、業務管理工数の削減・ペ

ーパーレス化を図る。 

 

 

今後の取組 ・セキュリティを確保した無線化を検討する。 

・他市町村の無線化事例の情報収集や、無線環境を活用した業

務等を検討する。 

・業務影響を最小限に抑えるため、検証後に実装する。 

 

評価

指標 

基準値 無線化端末の割合   ０％（令和元年度末） 

目標値 無線化端末の割合   20％（令和７年度末） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

 

 部分的な無線化の検討 

業務等の部分的な検証・実装 
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第３章 個別の施策の詳細

 

№ 9-10 施策名 ICT を活用した議会関係システムの利用推進 

担当部署 議会事務局 

現状・課題 ・音声認識システムを活用し、リアルタイムで会議の文字起こ

しを行い、その後、会議録作成システムにより原稿作成し、

校正を経て完成した会議録は、会議録検索システムによりイ

ンターネット公開している。 

・映像配信システムを使用し、本会議の生中継を行うととも

に、過去の録画映像をインターネット配信している。なお、

マルチデバイスに対応し、かつ、ユニバーサルデザインの観

点から映像と会議録の文字を同時表示できるシステムを採

用している。 

・タブレット端末の活用により、会議資料等の電子化を図ると

ともに、連絡や文書共有等の手段として様々な場面で活用を

図っている。 

目的 ・映像配信システムによる本会議のインターネット配信や、会

議録検索システムによる議会情報の発信等を行い、開かれた

議会への取組を推進する。 

・タブレット端末の活用を促進し、更なる議会活動の充実と効

率化を図る。 

今後の取組 ・引き続き、音声認識、会議録作成・検索、映像配信システム

の利用を継続する。 

・タブレット端末の更なる活用を推進する。 

評価

指標 

基準値 映像配信システムのアクセス数 5,593 件（令和元年度） 

目標値 映像配信システムのアクセス数 6,500 件（令和７年度） 

スケジュール 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 

     

 

 

 

 

 

 

タブレット端末の活用の推進 

映像配信システム等の利用継続 
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第４章 計画の推進体制と進行管理 

 

 

 

第４章 計画の推進体制と進行管理             

 
１ 推進体制 

    

本計画を着実かつ効果的に推進し第５次沼津市総合計画が目指す将来都

市像「人・まち・自然が調和し、躍動するまち～誇り高い沼津を目指して

～」を実現するためには、長期的な取組が必要となります。このため、前

計画の取組を尊重した上で、新たな施策に取り組んでいきます。 

本計画の推進に当たっては、情報化施策を全庁的な視点で捉える横断的

な体制として、副市長を委員長として設置している「沼津市情報化推進委

員会（以下「推進委員会」という。）」において、本市の情報化施策を総合

的に推進していきます。 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
~ 88 ~ 

 

第４章 計画の推進体制と進行管理 

 

 
２ 進行管理 

    

本計画における各施策の推進については、半期ごとに、PDCAサイクルに

よる進行管理を行うことで、その実効性を確保していきます。 

また、計画期間の途中であっても、必要が生じた場合には、施策を追加

し計画の推進を図ります。 

なお、本計画の最終年度には、進行状況のほか、目標未達成の施策につ

いて原因分析を行い、次期計画に活かしていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Ｄｏ 

実施 

Ｐｌａｎ 

計画・設定 

 

Ａｃｔｉｏｎ 

見直し 

 

取りまとめ 

事務局 

 

推進委員会ＷＧ 

評価・検討 

 

推進委員会 

判断 

Ｃｈｅｃｋ 

把握・確認 
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第５章 情報セキュリティとその対策

 

 

 

第５章 情報セキュリティとその対策             

 
 
１ 情報セキュリティの考え方 

    

本市は、法令等に基づき、住民の個人情報や企業の経営情報等の重要情

報を多数保有するとともに、ほかに代替することができない行政サービス

を提供しています。また、業務の多くが情報システムやネットワークに依

存していることから、住民生活や地域の社会経済活動を保護するため、情

報セキュリティ対策を講じて、その保有する情報を守り、業務を継続する

ことが必要となっています。 

今後、各種手続のオンライン利用の本格化や情報システムの高度化等、

電子自治体が進展することにより、情報システムの停止等が発生した場

合、広範囲の業務が継続できなくなり、住民生活や地域の経済社会活動に

重大な支障が生じる可能性も高まります。また、LGWAN 等のネットワーク

により他の自治体と相互に接続しており、一部の団体で発生した IT 障害

がネットワークを介して他の団体に連鎖的に拡大する可能性は否定できま

せん。 

これらの事情から、情報セキュリティ対策の実効性を高めるとともに対

策レベルを一層強化していくことが必要となっています。また、情報セキ

ュリティの確保に絶対安全ということはないことから、情報セキュリティ

に関する障害・事故及びシステム上の欠陥（以下「情報セキュリティイン

シデント」という。）の未然防止のみならず、情報セキュリティインシデ

ントが発生した場合の拡大防止・迅速な復旧や再発防止の対策を講じてい

くことが必要です。 
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第５章 情報セキュリティとその対策

 

 
 
２ 情報セキュリティの維持 

    

情報セキュリティ対策を徹底するには、対策を組織的に統一して推進す

ることが必要であり、今後も引き続き、組織として意思統一し明文化され

た文書である本市の情報セキュリティポリシーにより対策を実行していき

ます。 

なお、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14 年

法律第 151 号）第 13 条第１項は、「地方公共団体は、情報通信技術を活用

した行政の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について、手続等

に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用す

る方法により行うことができるようにするため、必要な施策を講ずるよう

努めなければならない。」と規定しています。また、「サイバーセキュリテ

ィ基本法」第５条では、地方公共団体においてサイバーセキュリティに関

する自主的な施策の策定と実施が責務規定として法定化されています。 

このことから、本市においても、職員研修を継続して実施するととも

に、情報セキュリティポリシーの遵守及び適時適正な見直しを行い、情報

セキュリティレベルの維持に努めます。 
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用語集

 用 語 集              
 
 

用語 用語解説 

オープンデー

タ・バイ・デザ

イン 

行政が保有するデータについて、 オープンデータ化を前提として情報

システムや業務プロセス全体の企画、整備及び運用を行うこと。 

 

業務改革（BPR） BPR は Business Process Reengineering の略である。既存の組織やビ

ジネスルールを抜本的に見直し、利用者の視点に立って、業務プロセス

全体について職務、業務フロー、管理機構、情報システムを再設計する

こと。 

 

クラウド（サー

ビス） 

インターネット等のブロードバンド回線を経由して、データセンター

に蓄積されたコンピュータ資源を役務（サービス）として、第三者（利

用者）に対して遠隔地から提供すること。 

 

クラウド・バイ・

デフォルト 

システム導入に際し、クラウドサービスの活用を前提とする考え方の

こと。 

 

公的個人認証サ

ービス  

公的個人認証サービスとは、オンラインで（＝インターネットを通じ

て）申請や届出といった行政手続などやインターネットサイトにログイ

ンを行う際に、他人による「なりすまし」やデータの改ざんを防ぐため

に用いられる本人確認の手段。 「電子証明書」と呼ばれるデータを外部

から読み取られるおそれのないマイナンバーカード等の IC カードに記

録することで利用が可能となる。 

電子証明書には、以下の２種類がある。 

・ 署名用電子証明書…インターネット等で電子文書を作成・送信する際

に利用（例：e-Tax 等の電子申請）。「作成・送信した電子文書が、利用

者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」

を証明する。 

・ 利用者証明用電子証明書…インターネットサイトやコンビニ等のキ

オスク端末等にログインする際に利用（例：マイナポータルへのログ

イン、コンビニでの公的な証明書の交付）。「ログインした者が、利用

者本人であること」を証明。 
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用語集

用語 用語解説 

情報セキュリテ

ィポリシー 

情報セキュリティ対策における基本的な考え方を定めるものが、「基本

方針」である。この基本方針に基づき、全ての情報システムに共通の情

報セキュリティ対策の基準を定めるのが「対策基準」である。この「基

本方針」と「対策基準」を総称して「情報セキュリティポリシー」とい

う。 

テレワーク テレワークとは、ICT を活用し、場所や時間にとらわれない柔軟な働

き方のことであり、雇用型と自営型に大別される。雇用型テレワークと

は、一般的に、ICT を活用して、労働者が所属する事業場と異なる場所

で、所属事業場で行うことが可能な業務を行うこと（例：在宅勤務、モ

バイルワーク、サテライトオフィスでの勤務）を言い、 自営型テレワー

クとは、一般的に ICT を活用して、請負契約等に基づき、個人事業者・

小規模事業者等が業務を行うこと（例：SOHO、在宅ワーク、クラウドソ

ーシング）を言う。 

 

ビッグデータ ボリュームが膨大でかつ構造が複雑であるが、そのデータ間の関係性

などを分析することで新たな価値を生み出す可能性のあるデータ群のこ

と。例えば、ソーシャルメディア内のテキストデータ・画像、携帯電話・

スマートフォンが発信する位置情報、時々刻々と生成されるセンサデー

タなどがある。 

 

マイナポータル マイナンバー制度の導入に併せて新たに構築した、国民一人ひとりが

アクセスできるポータルサイトのこと。具体的には、自己情報表示機

能、情報提供等記録表示機能、プッシュ型サービス、ワンストップサー

ビス等を提供する基盤であり、国民一人ひとりが様々な官民のオンライ

ンサービスを利用できる。 

 

マイナンバー

（個人番号） 

日本国内に住民票を有する全ての方が一人につき１つ持つ 12 桁の番

号のこと。外国籍でも住民票を有する方には住所地の市町村長から通知

される。マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平、

公正な社会を実現するための社会基盤。その利用範囲は法令等で限定さ

れており、平成 28年 1月から順次、社会保障、税、災害対策分野の行

政手続で利用されている。 
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用語集

用語 用語解説 

5G 「超高速」だけでなく、「多数接続」「超低遅延」といった特徴を持つ

移動通信システムのこと。我が国においても産学官連携の推進団体であ

る「第５世代モバイル推進フォーラム（5GMF）」の設立（平成 26 年９月

30 日）、研究開発の推進、国際連携の強化などの取組が進められている。

現行 LTE と比べて 100 倍の接続機器数（100 万台/㎢）、100 倍の通信速度

（10Gbps）などが要求条件とされており、ITU をはじめ、世界各国でも実

現に向けた取組が本格化している。 

 

AI（人工知能） Artificial Intelligence の略である。官民データ活用推進基本法第

２条第２項では、「人工知能関連技術」を、人工的な方法による学習、

推論、判断等の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該

機能の活用に関する技術と定義している。 

 

CALS／EC 「公共事業支援統合情報システム」の略称。情報を電子化し、情報の

共有・有効活用を図ることにより公共事業の生産性向上やコスト縮減等

を実現するための取り組みのこと。 

 

GTFS バス事業者の時刻表と地理的情報に関するオープンフォーマットであ

り、経路検索等のアプリケーション開発者（google 等）による活用が

容易になるもの。 

 

IoT Internet of Things（モノのインターネット）の略である。自動車、

家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインターネットにつながり、

情報のやり取りをすることで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等

が進展し、新たな付加価値を生み出すというコンセプトを表した語であ

る。 

 

LGWAN Local Government Wide Area Network の略である。LGWAN は地方公共

団体の組織内ネットワーク（庁内 LAN）を相互に接続し、高度情報流通

を可能とする通信ネットワークとして整備し、地方公共団体相互のコミ

ュニケーションの円滑化、情報の共有による情報の高度利用等を図るこ

とにより、各地方公共団体と国の各府省、住民等との間の情報交換手段

の確保のための基盤とすることを目的とした、高度なセキュリティを維

持した行政専用のネットワークです。 
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用語集

用語 用語解説 

RPA Robotic Process Automation の略である。ロボットによる業務自動

化のこと。従来よりも少ない人数で生産力を高めるためることができ

る。 

 

SNS Social Networking Service の略である。ネットを使用した個人間の

交流を支援するサービスで、参加者は共通の興味、知人などをもとに

様々な交流を図ることができる。 

 

Society 5.0 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル（空間）を高度に融合させた

システムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の

社会 
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